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東
金
税
務
署
か
ら
確
定

申
告
に
関
す
る
お
知
ら
せ
問い合わせは
東金税務署
☎０４７５
（52）3121

　
平
成
29
年
分
の
確
定
申
告
の
日

時
や
会
場
等
に
つ
い
て
、
東
金
税

務
署
か
ら
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
な

お
、
市
で
行
う
所
得
税
・
住
民
税

の
申
告
相
談
会
の
案
内
等
に
つ
い

て
は
、
広
報
２
月
号
に
掲
載
す
る

予
定
で
す
。

◇
申
告
と
納
税
の
期
限

▼
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得

税
＝
２
月
16
日
㈮
〜
３
月
15
日
㈭

※

振
替
納
税
を
ご
利
用
の
方
は
、

４
月
20
日
㈮
が
振
替
日
で
す
。

▼
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
＝

１
月
４
日
㈭
〜
４
月
２
日
㈪

※

振
替
納
税
を
ご
利
用
の
方
は
、

４
月
25
日
㈬
が
振
替
日
で
す
。

▼
贈
与
税
＝
２
月
１
日
㈭
〜
３
月

15
日
㈭

◇
申
告
書
作
成
会
場
の
開
設

　
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得

税
、
個
人
事
業
者
の
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
並
び
に
贈
与
税
の

申
告
書
作
成
・
提
出
会
場
を
開
設

し
ま
す
。

▼
会
場
＝
東
金
商
工
会
館
１
階

（
東
金
市
東
岩
崎
１

－

５
）

▼
期
間
＝
２
月
16
日
㈮
〜
３
月
15

日
㈭
（
㈯
・
㈰
を
除
く
）

▼
受
付
時
間
＝
８
時
30
分
〜
16
時

（
提
出
は
17
時
ま
で
）

▼
相
談
時
間
＝
９
時
〜
17
時

▼
注
意

・
東
金
税
務
署
内
に
は
、
申
告
書

作
成
・
相
談
会
場
は
あ
り
ま
せ
ん
。

・
会
場
開
設
日
お
よ
び
最
終
週
は
、

大
変
な
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
の

で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

・
確
定
申
告
期
間
中
、
申
告
書
作

成
・
相
談
会
場
お
よ
び
税
務
署
の

駐
車
場
は
、
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

※
身
障
者
用
駐
車
ス
ペ
ー
ス
の
み

設
置
し
ま
す
の
で
、
ご
利
用
の

場
合
は
警
備
員
に
お
声
か
け
く

だ
さ
い
。

・
お
車
で
ご
来
場
の
際
は
、
東
金

駅
東
口
に
あ
る
「
タ
イ
ム
ズ
東
金

駅
前
第
３
駐
車
場
」
を
無
料
で
利

用
で
き
ま
す
が
、
台
数
に
限
り
が

あ
り
ま
す
の
で
、
可
能
な
限
り
公

共
交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

・
混
雑
の
た
め
、
受
付
け
を
早
め

に
締
め
切
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
混
雑
の
状
況
に
よ
っ
て
は
、

長
時
間
お
待
ち
い
た
だ
く
こ
と
も

あ
り
ま
す
。

◇
税
理
士
に
よ
る
無
料
申
告
相
談

　
平
成
29
年
分
の
所
得
税
お
よ
び

復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告
に

つ
い
て
、
「
税
理
士
に
よ
る
無
料

申
告
相
談
」
を
実
施
し
ま
す
。

▼
日
時
＝
２
月
１
日
㈭
・
２
日
㈮

９
時
30
分
〜
12
時
、
13
時
〜
16
時

▼
会
場
＝
保
健
文
化
セ
ン
タ
ー
３

階
ホ
ー
ル

▼
注
意

・
小
規
模
納
税
者
の
所
得
税
お
よ

び
復
興
特
別
所
得
税
・
消
費
税
お

よ
び
地
方
消
費
税
、
年
金
受
給
者

並
び
に
給
与
所
得
者
の
所
得
税
お

よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
申
告
書

（
土
地
、
建
物
お
よ
び
株
式
な
ど

の
譲
渡
所
得
が
あ
る
場
合
を
除

く
）
が
作
成
で
き
ま
す
。
な
お
、

申
告
書
等
の
提
出
の
み
の
場
合
は
、

直
接
税
務
署
に
提
出
（
郵
送
可
）

し
て
く
だ
さ
い
。

・
会
場
が
混
雑
し
て
い
る
場
合
は
、

受
付
け
を
早
め
に
締
め
切
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

・
確
定
申
告
に
必
要
な
書
類
、
計

算
器
具
、
筆
記
具
、
印
か
ん
お
よ

び
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
係
る
本
人
確

認
書
類
（
①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
ま
た
は
②
番
号
確
認
書
類
お
よ

び
身
元
確
認
書
類
）
の
写
し
を
ご

持
参
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
前
年
の
確
定
申
告
書
等

の
控
え
、
利
用
者
識
別
番
号
等
の

通
知
書
を
お
持
ち
の
場
合
は
、
あ

わ
せ
て
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

◇
申
告
書
の
提
出
が
必
要
な
方

　
申
告
書
の
提
出
が
必
要
な
方
の

う
ち
、主
な
も
の
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

〈
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
〉

①
給
与
所
得
が
あ
る
方

・
給
与
の
年
間
収
入
金
額
が
２
，

０
０
０
万
円
を
超
え
る
方

・
給
与
を
１
か
所
か
ら
受
け
て
い

て
、
か
つ
、
そ
の
給
与
の
全
部
が

源
泉
徴
収
の
対
象
と
な
る
場
合
で
、

各
種
の
所
得
金
額
（
給
与
所
得
、

退
職
所
得
を
除
く
）
の
合
計
額
が

20
万
円
を
超
え
る
方

・
給
与
を
２
か
所
以
上
か
ら
受
け

て
い
て
、
か
つ
、
そ
の
給
与
の
全

部
が
源
泉
徴
収
の
対
象
と
な
る
場

合
で
、
年
末
調
整
を
さ
れ
な
か
っ

た
給
与
の
収
入
金
額
と
、
各
種
の

所
得
金
額
（
給
与
所
得
、
退
職
所

得
を
除
く
）
と
の
合
計
額
が
20
万

円
を
超
え
る
方

※

給
与
所
得
の
収
入
金
額
の
合
計

額
か
ら
、
所
得
控
除
の
合
計
額

（
雑
損
控
除
、
医
療
費
控
除
、

寄
附
金
控
除
お
よ
び
基
礎
控
除

を
除
く
）
を
差
し
引
い
た
金
額

が
１
５
０
万
円
以
下
で
、
更
に

各
種
の
所
得
金
額
（
給
与
所
得
、

退
職
所
得
を
除
く
）
の
合
計
額

が
20
万
円
以
下
の
方
は
、
申
告

は
不
要
で
す
。

・
同
族
会
社
の
役
員
や
そ
の
親
族

な
ど
で
、
そ
の
同
族
会
社
か
ら
給

与
の
ほ
か
に
、
貸
付
金
の
利
子
や

資
産
の
賃
貸
料
な
ど
を
受
け
取
っ

て
い
る
方

・
災
害
減
免
法
に
よ
り
所
得
税
お

よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
源
泉
徴

収
税
額
の
徴
収
猶
予
や
還
付
を
受

け
た
方

・
在
日
の
外
国
公
館
に
勤
務
す
る

方
や
家
事
使
用
人
の
方
な
ど
で
、

給
与
の
支
払
を
受
け
る
際
に
所
得

税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
を
源

泉
徴
収
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
て

い
る
方

②
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
が

あ
る
方

　
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
の

み
で
、
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所

得
の
金
額
か
ら
所
得
控
除
を
差
し

引
く
と
、
残
額
が
あ
る
方
は
確
定

申
告
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　
た
だ
し
、
公
的
年
金
等
の
収
入

金
額
が
４
０
０
万
円
以
下
で
、
か

つ
、
そ
の
公
的
年
金
等
の
全
部
が

源
泉
徴
収
の
対
象
と
な
る
場
合
に

お
い
て
、
公
的
年
金
等
に
係
る
雑

所
得
以
外
の
各
種
の
所
得
金
額
が

20
万
円
以
下
で
あ
る
場
合
に
は
、

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税

の
確
定
申
告
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。 

※

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得

税
の
確
定
申
告
が
必
要
な
い
場

合
で
も
、
所
得
税
お
よ
び
復
興

特
別
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る

た
め
に
は
、
確
定
申
告
書
を
提

出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

※

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得

税
の
確
定
申
告
が
必
要
な
い
場

合
で
も
、
住
民
税
の
申
告
が
必

要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し

く
は
、
お
住
ま
い
の
市
区
町
村

の
窓
口
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

を
利
用
し
て
法
定
調
書
等
を
税
務

署
に
提
出
で
き
ま
す
。

　
利
用
に
は
事
前
準
備
が
必
要
で

す
。
詳
し
く
は
、
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
＝

　

 www.e-tax.nta.go.jp

　
「
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
」
で
検
索

※

平
成
29
年
分
給
与
所
得
の
源
泉

徴
収
票
等
の
法
定
調
書
合
計
表

の
提
出
期
限
は
、
１
月
31
日
㈬

で
す
。

申
告
書
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

記
載
が
必
要
で
す

　
平
成
28
年
分
か
ら
所
得
税
お
よ

び
復
興
特
別
所
得
税
・
消
費
税
お

よ
び
地
方
消
費
税
・
贈
与
税
の
申

告
書
に
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個

人
番
号
）
の
記
載
が
必
要
で
す
。

　
税
務
署
へ
提
出
す
る
都
度
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
と
本
人
確
認

書
類
の
提
示
ま
た
は
写
し
の
添
付

が
必
要
で
す
。

※

郵
送
で
申
告
書
を
提
出
す
る
場

合
は
、
写
し
を
添
付
し
て
く
だ

さ
い
。

※

自
宅
か
ら
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
で
送
信

す
る
場
合
は
、
本
人
確
認
書
類

の
提
示
ま
た
は
写
し
の
提
出
は

不
要
で
す
。

医
療
費
控
除
を
受
け
る
た
め
の

手
続
き
が
変
わ
り
ま
し
た

　
平
成
29
年
分
の
確
定
申
告
か
ら
、

領
収
書
の
代
わ
り
に
「
医
療
費
控

除
の
明
細
書
」
の
添
付
が
必
要
に

な
り
ま
し
た
（
領
収
書
の
提
出
は

不
要
と
な
り
ま
し
た
）
。

※

医
療
費
の
領
収
書
は
、
自
宅
で

５
年
間
保
存
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
（
税
務
署
か
ら
求
め
ら
れ

た
と
き
は
、
提
示
ま
た
は
提
出

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
）
。

※
医
療
保
険
者
か
ら
交
付
を
受
け

た
医
療
費
通
知
を
添
付
す
る
と
、

明
細
の
記
入
を
省
略
で
き
ま
す
。

③
退
職
所
得
が
あ
る
方

　
外
国
企
業
か
ら
受
け
取
っ
た
退

職
金
な
ど
、
源
泉
徴
収
さ
れ
て
い

な
い
も
の
が
あ
る
方
は
、
確
定
申

告
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　
た
だ
し
、
退
職
金
な
ど
の
支
払

者
に
「
退
職
所
得
の
受
給
に
関
す

る
申
告
書
」
を
提
出
し
た
場
合
、

一
般
的
に
退
職
所
得
に
係
る
所
得

税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
は
源

泉
徴
収
に
よ
り
課
税
が
済
む
こ
と

に
な
り
ま
す
の
で
、
退
職
所
得
の

申
告
は
不
要
と
な
り
ま
す
。

④
①
〜
③
以
外
の
方

　

各
種
の
所
得
金
額
の
合
計
額

（
譲
渡
所
得
や
山
林
所
得
を
含

む
）
か
ら
、
所
得
控
除
を
差
し
引

き
、
そ
の
金
額
（
課
税
さ
れ
る
所

得
金
額
）
に
所
得
税
の
税
率
を
乗

じ
て
計
算
し
た
税
額
か
ら
配
当
控

除
額
を
差
し
引
い
た
結
果
、
残
額

の
あ
る
方
は
、
確
定
申
告
書
の
提

出
が
必
要
で
す
。

※

①
〜
④
以
外
に
も
申
告
書
の
提

出
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

　

ま
た
、
個
人
事
業
主
の
方
は

「
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
」
、

財
産
の
贈
与
を
受
け
た
方
は
「
贈

与
税
」
の
申
告
が
必
要
な
場
合
が

あ
り
ま
す
。
詳
細
は
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

◇
申
告
書
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
で
作
成
で
き
ま
す

　
詳
し
く
は
、
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◇
法
定
調
書
の
作
成
・
提
出
は
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ
で

　
自
宅
や
オ
フ
ィ
ス
、
税
理
士
事

務
所
な
ど
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

URL

　償却資産とは、土地や家屋以外の事業用資産をいい、固定資産税
の課税対象となります。毎年１月１日（賦課期日）現在で市内に償却
資産を所有している方は地方税法の規定により、１月31日㈬までに
申告をする必要があります。
　また、所有している資産の課税標準額が１５０万円未満になると
見込まれる場合でも、事業用として使用している間は申告する必要
があります。
　申告の方法など、詳細は問い合わせください。
※事業の休廃止により、事業の用に供していない資産がある場合は、
固定資産として課税対象外となりますので、減少の申告をお願い
します。
※発電出力が10kW以上の余剰売電または全量売電の太陽光発電
設備も償却資産に該当し、申告が必要です。
　詳細は問い合わせください。
問税務課資産税班　☎０４７５（７０）０３２２

　障害者手帳をお持ちでない方でも、確定申
告等で手帳保持者に準じた所得税・住民税
の障害者控除が受けられる場合があります。
　本市では、介護保険の認定を受けており、
一定の要件を満たしている方に対し、申請に
より「障害者控除対象者認定書」を発行して
います。
　詳細は、問い合わせください。
□申・問高齢者支援課介護保険班
　☎０４７５（７０）０３３５

　千葉県は、自動
車税の未納額の縮
減のため、11月から
３月までを滞納整
理強化期間とし、
給与・預金・自動車

などの差押えを一層強化します。
　自動車税が未納の場合は、至急納付してくだ
さい。
問県東金県税事務所　☎０４７５（５４）０２２３
　県総務部税務課　☎０４３（２２３）２１２７

自動車税の滞納は
見逃しません!

▲差押え自動車の引揚げ例

平成30年度償却資産（固定資産税）の
申告を忘れずに 介護保険制度による

障害者控除認定書の発行


